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要旨 

令和 5 年度は、令和 5 年度末に実施した市区町村調査結果を踏まえ、精神保健福祉相談員養

成講習会の検討、市町村における相談支援体制のあり方について検討を行った。 

ここでの検討内容を踏まえ、「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関

する検討チーム」の第 2 回、第 3 回に資料を提出し、第 4 回において報告書の作成に協力し

た。 

 また、この検討会では、市町村の精神保健に係る相談支援体制の整備のためには、人材育

成として、保健師を中心とする専門職の精神保健に関する支援スキルの強化が必要であるこ

とも確認された。このため、精神保健福祉相談員の講習会の研修内容を一新し、新たに研修

内容を作成することとした。研修資料については、令和 6 年度の 6 月中に完成後、オンデマ

ンド動画資料として利用可能にする予定である。 

A.研究の背景と目的 

本研究班は、「精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム」（以下、「にも包括」）構

築の概念整理とそれを支える自治体の重層的

支援体制の構築を主な役割として研究分担班

活動を行っている。 

令和 5 年度は、令和 4 年 12 月に改正され

た精神保健福祉法を踏まえての研究分担班活

動となった。改正法でも改めて「にも包括」の

相談支援体制を市区町村が一次的に担い、そ

れを関係機関が重層的に支援する体制を目指

すことが確認されたため、市町村の相談支援

体制のあり方について検討するとともに、そ

れを担う人材の育成について検討を行った。 

令和 6 年 2 月 8 日に第 1 回が行われた「市

町村における精神保健に係る相談支援体制整
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備の推進に関する検討チーム」において、今

後の検討の進め方として、市町村における精

神保健に係る相談支援体制の整備と精神保健

に係る相談支援を担う人材の育成がテーマと

なった。 

このため、まずは市町村における精神保健

相談の実態を把握する調査を令和 6 年 2 月に

行い、今年度はその結果を分析すること、そ

れを基にして、精神保健に係る相談支援体制

の整備として、保健と福祉の連携を中心とし

た類型化を行った。また人材育成としては、

精神保健福祉相談員の養成講習会のスケジュ

ールおよび資料作成を行った。 

 
B.方法 

1. 市区町村における精神保健業務に関

するアンケート調査 

令和 6 年 2 月から 3 月にかけて、上記の調

査を全国の市区町村に行った。令和 6 年 4 月

より施行予定の改正精神保健福祉法において、

精神障害者に加えて日常生活を営む上での精

神保健に関する課題を抱える者の精神保健に

関する相談等が市町村の業務として位置づけ

られたことを踏まえて、現在の市区町村の精

神保健福祉士や精神保健福祉相談員の配置状

況、業務内容、求められるスキル等を把握す

ることを目的として行った。 

市区町村における精神保健福祉相談員の任

用・配置状況、精神保健福祉相談員の役割、重

層的支援体制整備事業の実施状況とメンタル

ヘルス課題の有無などについてアンケート調

査を行った。 

 
2. 「市町村における精神保健に係る相

談支援体制整備の推進に関する検討

チーム」への資料提供等の協力 

上記の調査を基に、令和 5 年 7 月 5 日の第

2 回検討チームにおいて、「厚労科研地域包括

ケアシステム班調査報告」「精神保健福祉相

談員講習カリキュラム改訂案」を提出した。

ここでは、精神保健福祉相談員に求められる

役割、講習会の内容、対象などの整理を行い、

資料を提示した。 

令和 5 年 8 月 2 日の第 3 回検討チームで

は、「市町村の精神保健に係る相談支援体制

の担当部署・横断的連携体制のイメージ」と

して、市町村において、特に保健窓口と福祉

窓口がどのように連携するのかについて、い

くつかの市町村の例を念頭に置いて類型を示

した。 

 
3. 精神保健に係る相談支援体制整備の

類型化 

上記の検討チームでの資料作成の際の研究

班において、保健窓口と福祉窓口の連携のあ

り方についていくつかの類型化を行った。 

 
4. 精神保健福祉相談員の養成講習会の

資料作成 

上記の検討チームの報告書を受けて、研究

班において精神保健福祉相談員のカリキュラ

ムの検討を行い、講習会の内容とシラバスや

講習資料の作成を行っている。 

 
C.結果／進捗 

1. 市区町村における精神保健業務に関

するアンケート調査 

全国の 1,741 市区町村に対して、調査票を

配布し、813 市区町村から回答を得た（回答

率 46.7%）。 

精神保健福祉相談員を配置している市区町

村は 31 自治体であった。その中で、相談員が

担っている役割としては、診断を受けて医療

受診している人への支援のほか、医療にはつ

ながっていないが、精神保健に課題がある人

への支援が 9 割以上の自治体で見られた。そ

のほか、庁内の他部署や庁外の多機関との連

携調整などが 7 割以上の自治体で見られた。 

重層的支援体制整備事業を行っている市町

村でも、精神保健に関する適切な窓口がない

場合、相談窓口だけを設置しても、支援を引
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き受ける担当者が見つからないという事態が

生じることが示唆された。

2. 「市町村における精神保健に係る相

談支援体制整備の推進に関する検討

チーム」への資料提供等の協力

① 「厚労科研地域包括ケアシステム班調

査報告」（資料１）

全国の市町村に対する上記の調査結果を受

けて、精神保健福祉相談員に求められる知識・

技術として、「精神保健・精神疾患・精神障害

に関する知識」「アセスメントができること」

「個別相談、支援、必要に応じた医療導入が

できること」「庁内外の関係機関・関係者との

連携・協働ができること」と整理した。そのう

えで、今回作成する精神保健福祉相談員の講

習会の対象については、まずは精神保健に関

する相談を受ける保健師等の職員が精神保健

相談支援をしっかり受けられることを目標と

し、対象を「精神保健福祉に関する相談支援

を行う自治体職員」とした。

② 「精神保健福祉相談員講習カリキュラ

ム改訂案」（資料２）

従来の精神保健福祉相談員講習が 200 時間

を超えるスケジュールになっていたことが、

精神保健福祉相談員の講習会の開催が困難と

なった大きな要因であることが、上記の調査

からも裏付けられた。このため、スケジュー

ルをかなり短縮し、22 時間以上とした。内容

については、上記の調査で精神保健福祉相談

員にもとめられる役割や知識・技術を含める

こととした。また自治体にとって講習会を新

たに開催する負担が大きいこと、全国標準の

内容を作成した方が望ましいことなども考え、

講義部分については動画による視聴も可能と

し、オンデマンド動画の作成を研究班で行う

こととした。事例検討などは対面研修とした。

検討チームでもおおむねこの内容で承認を得

た。

③ 「市町村の精神保健に係る相談支援体

制の担当部署・横断的連携体制のイメー

ジ」（資料３）

市町村の精神保健に関する相談支援体制を

作ることが求められているが、市町村によっ

ては、精神障害担当を福祉窓口が担っており、

保健窓口との適切な連携ができていないため

に、世帯単位の視点が乏しい、保健医療の視

点が十分ではなどのために、対応に苦慮する

などの事態もあることが研究班でも指摘され

た。このため、保健と福祉の連携の重要性が

強調されてきたが、市町村においては、保健

窓口と福祉窓口の役割や連携協力の状況が大

きく異なっており、「保健・福祉の連携が重要

である」ということを強調するだけでは不十

分である。このため、いくつかの市町村を念

頭に置きながら、ありうる保健窓口と福祉窓

口の連携体制や相談の流れについて、保健窓

口が中心の場合から、福祉窓口中心の場合ま

での類型を示すこととした。そしてそれぞれ

の長所と留意点を示すことで、それぞれの市

町村において体制整備の際の参考にしてもら

うこととした。

3. 精神保健に係る相談支援体制整備の類

型化

上記の③で示した内容を作成した。

4. 精神保健福祉相談員の養成講習会の

資料作成

上記の検討チームを受け、具体的な講習会

のシラバス、動画コンテンツ、チェックリス

トの作成を行っている。これまでの全国で標

準となる資料が存在しないため、全国精神保

健福祉相談員会の全面的な協力を得て、また

精神疾患については、全国精神保健福祉セン

ター長会の協力を得て、動画資料の作成を行

っている。令和 6 年度 5 月中をめどに完成し

た動画を所定の URL に上梓する予定である。 
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D.考察

今年度の研究班は、今後の市町村での精神

保健に関する相談支援体制の整備のための第

一歩である、①人材育成と②保健・福祉部門

の連携体制の整理がテーマであった。それぞ

れについて達成したことと課題を記す。

① 人材育成

人材育成の方法としては、精神保健福祉相

談員の講習会は昭和 41 年に講義科目と時間

数が定められて以来長年変更がなかった。こ

れを今回抜本的な改訂を行うことができた。

またその想定される対象として、精神保健の

相談支援に関わる保健師とされた。これによ

り、保健師に一定の精神保健相談の知識が得

られ、今後の実際の相談支援の基礎となるこ

とが期待される。もっとも研修受講だけでは

相談支援の能力が向上するわけではなく、市

町村の他の保健師からの助言、都道府県から

の支援等が必要であることは言うまでもない。 

今後の課題としては、中堅からリーダー的

な保健師の育成が挙げられる。これについて

は一回の研修で育成できるものではなく、実

際の相談支援を行いながら、事例検討会、ス

ーパービジョン、OJT（On-the-Job-Training）

などを通して、自治体として計画的体系的に

育成していくことが必要である。また市町村

保健師の育成に対しては都道府県も、圏域単

位で複数市町村の保健師が一緒に研修を行う

など、都道府県の育成システムやその後の事

例対応でも協働で行うなどが必要になるだろ

う。

一方で、都道府県の精神保健福祉相談員の

育成も同様の課題であると言える。これにつ

いても、個別支援を実際に行いながら、都道

府県としての計画的育成と人員配置を行う必

要がある。この人材育成システムのあり方に

ついても、今後検討するべき課題である。

もう一つは市町村に対する都道府県の支援

のシステムの課題もある。都道府県の保健師

は令和 2 年からの新型コロナウイルス蔓延に

より、精神保健に関する相談支援がしばらく

困難になったことが言われている。もともと

都道府県の保健師は措置通報対応などに追わ

れて個別支援を行う余裕がなくなっていたと

いう声もある。都道府県の精神保健福祉相談

員の人材育成も、市町村の精神保健福祉相談

員と一体的に検討していく必要がある。この

点の検討は令和 5 年度の研究班ではできなか

ったところであり、令和 6 年度以降の課題で

あると言える。もちろん、研究班だけではな

く、厚労省主催の検討会等での検討も望まれ

るところである。

② 保健・福祉部門の連携体制の整理

これまでは、保健と福祉部門の連携が重要

であることは繰り返し強調されてきたが、具

体的にどのようにそれを整備すればよいのか

ということの提案がなかった。今回は限られ

た自治体の経験を基にして作成されたものと

は言え、連携体制のあり方についての一定の

整理ができたものと言える。またそれぞれの

連携体制の長所だけではなく、留意点を示す

ことができた。保健部門と福祉部門が連携を

することは大切であるが、連携のあり方によ

って注意すべき点が異なる。こうした点を意

識しながら体制整備を行うことが重要である

と考えられる。いずれにしても、精神保健に

課題を有する者への支援が課題として法律に

も明記されたように、保健部門が、潜在的な

精神保健ニーズに対応することが重要になる。

精神保健福祉相談員の養成と任用などを通し

て、保健部門の充実を図りつつ、保健福祉の

連携を図ることが、「保健の軸」を作るために

も重要であると考えられる。

今後の課題としては、より多くの市町村の

事例を基に今回の類型化の検証を行い、実態

に即した形に修正することが大切であろう。

また今回の類型化では、保健所非設置市町村

を対象としていた。今後は保健所設置市など

も含めた類型化も必要である。

10



さらには、保健部門と福祉部門の類型化は

市町村に限られるものではない。都道府県で

も同様の課題がある。都道府県においてどの

ように連携を行うかについても今後の検討が

必要である。この点についても、市町村の体

制整備だけを検討するのではなく、市町村と

都道府県の体制整備を一体的に行うことが重

要である。

また精神保健福祉センターは精神科医を含

めた多職種を配置することが要請されており、

精神保健の専門機関として、保健所や市町村

に対する技術援助や人材育成も期待される。

この点の役割や体制についても検討が必要と

考えられる。

そもそも保健部門は予防や健康づくりとと

もに、医療や福祉など契約に基づく支援に乗

りにくい人たちへの、必ずしも本人からの要

請に基づかないでも行える支援として、精神

保健は重要な機能を有している。契約型の支

援体制が整備されてくる中で、精神保健の役

割がやや忘れられ、その重要性が見過ごされ

てきた経緯がある。ひきこもりも含めて、自

ら支援に乗ろうとしない「精神保健に課題を

抱える人」の課題が一層切実になってきてい

るのが現在の状況である。こうした中で精神

保健の重要性を今一度確認すること、さらに、

そこで支援につながった人たちを継続した支

援にむすびつけることが重要な課題であり、

その中で保健と福祉の連携が重要な課題とし

て取り上げられたことを今後も確認していく

ことが大切である。引き続き残された課題へ

の取り組みが求められる。

E.健康危険情報

特になし。

F.研究発表

1.論文発表

特になし。

2.学会発表

特になし。

G. 知的財産権の出願・登録状況

特になし。

文献

1. 厚生労働省 精神・障害保健課 「市

町村における精神保健に係る相談支援

体制整備の推進に関する検討チーム

報告書」 令和 5 年 9 月 22 日

(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/
0000152029_00005.html よりアク

セス可能)
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小計

我が国の精神保健福祉施策の歴史／精神保健福祉法の改正経緯
近年の精神保健福祉施策の動向(精神障害に対応した地域包括ケアシステムなど)
国連障害者権利条約
地域保健活動（心の健康づくり、普及啓発、相談、訪問）
精神障害者及び家族の権利擁護(スティグマ／差別解消)
障害者福祉に関する基礎
（ICF／ソーシャルインクルージョン／リカバリー）

３  精神保健医療福祉に関
　連する法律

障害者基本法、医療法、地域保健法、社会福祉法、医療観察法など
精神保健福祉法の入院制度と保健所・市町村の役割 地域保健活動に必要な精神保健医療福祉に関する法律や制度について知る。 ①

精神科医療での治療
主な精神疾患とその症状
精神障害リハビリテーション

精神保健に課題を抱える人とは
母子保健／学校精神保健／産業精神保健／災害精神保健
自殺ハイリスク者／ひきこもり／アディクション／トラウマ

課題の気づき方／個別支援を行う際の考え方
電話／相談／訪問などの支援の種類と行い方
事例を通じた連携体制の構築（含むピアサポート、家族支援）

制度の横断的連携の必要性
保健所・精神保健福祉センター
精神科医療機関／精神科救急情報センター
障害福祉サービス／介護保険サービス
関係機関（自助グループ）の役割
生活保護、生活困窮者自立支援制度の機関
児童相談所、母子保健の機関
意思決定支援事例  (例：サービス未利用／ひきこもり支援／アウトリーチ／成年後見制度)

複数部署での連携・協働支援事例
(例：8050問題、ヤングケアラー、ゴミ屋敷、身体合併症）

母子保健事例（例：産後うつ、児童虐待）

危機介入事例
(例：精神科救急、通報対応、措置退院後、自殺未遂者支援）
当事者の体験を聞く

家族の体験を聞く

包括的な相談支援体制を進める自治体への見学
地域保健の中における、精神保健福祉相談員の重要性を理解し、所属する自治体内での役割を具体的にイ
メージする。

精神科医療機関の見学

精神保健福祉関係機関の見学

3

1

1

1

時間数

精神保健福祉相談員講習カリキュラム改訂案

Ⅰ
精神保健福祉相
談員に必要な価
値や倫理を理解

する
【事前視聴】

講義
（概論）

１  我が国の精神保健福祉
　の現状と課題

精神保健福祉に関するこれまでの政策課題と取組について理解し、関連する動向について近年の具体的な
施策を知る。

①③

科目別
目標 講義形式 科目名 内容 到達度

資料３
13枚目

２  精神保健福祉の理念と
　相談員の役割と意義

精神保健福祉に関する自治体の活動の目的と精神保健福祉相談員の役割と意義について理解する。
障害者の権利擁護や福祉に関する主な理念や考え方について、医療・保健モデルとは異なる理念の重要性
を含めて理解する。 ①

Ⅱ
地域精神保健福
祉活動に必要な
知識を習得する

【事前視聴】

講義
（支援対象）

５  精神疾患を有する人の
　理解と治療

講義
（援助技術）

７  精神保健福祉相談支援

5

2

3

5

3

2

６  精神保健の課題を抱え
　る人への理解

精神保健に課題を抱える人がどのような状況で生活し、各ライフステージでどのような生活のしづらさが生
じ、どのように支援につながりうるかについて、様々な具体例をもとに理解する。
密度の高い支援が必要な者や、支援にあたり特段の配慮が必要な者について、支援提供における具体的な
留意点等を理解する。

②③

精神疾患についての主な病名、症状、治療法等を知り、地域生活を送るうえで必要な精神科医療及び精神
障害へのリハビリテーションの導入から経過、その効果について理解する。

・住民が抱える精神保健福祉の課題にどのように気づき、当事者の意思を尊重しながら相談支援を行ってい
くかについて、様々な場面や具体例をもとに理解する。
・多様な生活課題を抱える住民の相談に対応していくために、どのように関係機関と連携を図っていくかにつ
いて、様々な場面や具体例をもとに理解する。

③

８  精神保健医療福祉に関
　連する制度とサービス

精神保健医療福祉に関連する制度やサービスの機能や役割を知り、個別の相談支援や関係機関との連携
機会での活用方法について具体的に理解する。

①④

①～④

講義演習 10　当事者・家族の語り
精神障害がある当事者やその家族の視点から、地域生活を送るうえでの課題や工夫点について具体的に理
解する。

③④

Ⅰ、Ⅱ（事前視聴部分）で習得した知識や技術を活かしながら、実際に起こりうる様々な相談支援場面におい
て、精神保健福祉に関する課題への気づき方や、具体的な支援方法等について、グループワークで相談支
援等に必要な方法等を多角的な視点で検討する。
更にグループワークでの意見交換や、講師からのフィードバックを受け、必要な方法等に対する理解を深め
る。

事例検討

９  精神保健福祉相談事例
　（個別支援の見立てと必
　要な連携まで含む。個々
　の事例検討の時間数およ
　び事例数は調整可能。受
　講者が経験した事例の検
　討でも可能）

9
（9，10，12は必

須）

5
(2.5h×2事例を想定し

ているが、
調整可能)

2

2

2

合計
22　時間以上

（動画視聴13時間＋演習 ９時間）

①～④

④
現場の精神科医療機関や精神保健福祉関係機関の職員からの説明を受け、各機関の機能等を実践的に理
解する。

総合討論
12　受講の振り返り（内容
　は自治体で調整可能）

精神保健福祉相談員が果たす役割／今後の実践に必要な研鑽内容
講習で学んだことを振り返り、精神保健福祉相談員の役割や、役割を果たすために今後必要なことを確認す
る。

Ⅲ
地域精神保健福
祉活動に必要な
技術を理解する

【対面研修】

見学実習
11　自治体内の機関の実例（自
治体により調整可能）
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